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大阪府における土砂災害対策

○ 施設の整備
採択要件や状況を勘案し、順次要対策箇所の施設整備を実施

○ 土砂災害防止法※1に基づく区域指定
「ソフト対策」の一つとして実施

課題
◆ 施設の整備完了までに長期間が必要
◆ 住民の避難行動意識の低下

●平成24年以前までの進め方

土砂災害対策の様々な課題について外部有識者による審議を実施
「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会（H23.11～H24.8）

○ 基本理念
府内での土砂災害による犠牲者ゼロの継続（人命を守ることを最優先）

○ 取組方針
・土砂災害防止法に基づく区域指定を基軸とした施策の展開
・「逃げる」「凌ぐ」「防ぐ」施策を合わせた総合的・効果的な施策の着実な推進

●今後の土砂災害対策の進め方（H24.8）

※１ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
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逃げる
施策の根幹をなす区域指定に基づいた

「地域版ハザードマップ」の早期作成

・区域指定の早期指定完了(H28完了)
・地域版ハザードマップの作成（H24～）
・CLの見直し（H29～）

凌ぐ
区域指定の効果発現と既存家屋への

支援

・特別警戒区域内の既存家屋に対する
移転・補強助成制度（H27～）

防ぐ
区域指定の基礎調査結果に基づく

対策実施個所の選定

・事業実施個所の優先順位付け
（H24～）
・急傾斜地崩壊対策事業における受益
者負担金の徴収（H28～）



大阪府における土砂災害対策

「今後の土砂災害対策の進め方」を踏まえ、今後の取り組み方針を決定

【取組方針】
＜基軸＞土砂災害防止法に基づく基礎調査
➣航空写真の見比べ調査による２巡目基礎調査を推進する
＜逃げる＞
➣訓練ムービーによる啓発、避難に関する効果的な事例を共有していく
➣土砂災害発生危険基準線（CL）については、災害実績や社会情勢を踏まえ検討していく
＜凌ぐ＞
➣土砂災害特別警戒内の移転・補強制度が活用できるよう市町村を支援していく
＜防ぐ＞
➣施設整備については、重点化を図り、事業のランク分けについては、市町村と意見交換しながら進めていく
➣急傾斜地崩壊対策事業については、重点化に加え、受益者負担金の条件が整った箇所から実施していく

【進捗管理】
犠牲者ゼロの継続のため、人命を守ることに最も効果的な「逃げる」施策を軸とし、区域指定箇所に対する地域版ハ
ザードマップの作成箇所数を効果指標としていく

●土砂災害対策の今後の方針（H29.2）

これらの取組方針を踏まえ、「逃げる」「凌ぐ」「防ぐ」を総合的・効果的に進めるために避難単位ごとの土砂
災害対策実施方針を取りまとめ、市町村と土砂災害対策を進めている
➣地域版ハザードマップの作成率を毎年度末公表（H28～）
➣年１回の総合土砂災害対策推進連絡会及び地域部会において、効果的な事例を共有（H29～）
➣新たな土砂災害発生危険基準線の運用開始（H29～）
➣移転・補強制度に対する市町村への支援を実施（H27～）
➣受益者負担金制度による急傾斜地崩壊対策事業を開始（H28～）
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土砂災害防止法に基づく区域指定
土砂災害対策の基軸
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土砂災害防止法に基づく基礎調査及び区域指定

出典：国土交通省HP

• 地形や土地利用状況に関する基礎調査を行い、土砂災害警戒区域等を指定することにより、土砂災害に関す
るリスクの開示や警戒避難体制の整備、一定の開発行為及び建築物の構造規制を行う。

• 法に基づく土砂災害防止対策基本指針には、概ね５年ごとに基礎調査を行うこととされている（２巡目以降
の調査）。



土砂災害防止法に基づく区域指定の状況
• 土砂災害に関するリスクの開示・情報の共有、すべての施策の基軸として最優先に実施。
• また、平成26年８月に広島で発生した土砂災害をうけ、基礎調査の前倒しを行い、平成28年９月に区域指定

が完了した。

出典：国土交通省HPに一部加筆

全国で基礎調査が完了

大阪府で基礎調査・区域指定が完了
Y:8,345 R:7,758（H28.9）

H26.8 広島で土砂災害
土砂災害防止法の改正
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全国における区域指定等の状況

出典：国土交通省HPに一部加筆

• 大阪府では、令和５年12月31日現在、土砂災害警戒区域8,352箇所 土砂災害特別警戒区域7,752箇所指定し
ている。
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大阪府 警戒区域 特別警戒区域

土石流 1,819 1,314

急傾斜地の崩壊 6,516 6,438

地滑り 17 0



２巡目基礎調査（概ね５年ごとの繰り返し調査）
• ２巡目基礎調査として、航空写真の見比べによる地形改変を抽出し、地形改変が確認された箇所については、

現地調査を行い、区域指定を行っている。

地形改変が確認された箇所の現地調査を行い区域を変更

平成28年9月以降の指定実績
（令和５年12月末時点）

駐車場の造成により
地形が改変

●２巡目基礎調査の実施手法

（指定累計）
警戒区域：115か所
特別警戒区域：98か所
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・地形が大きく改変され、住宅が立地している
⇒現地確認を実施し、基礎調査の必要性を判断

●２巡目基礎調査による指定事例



8

●高精度な地形図等を用いた新たな土砂災害が発生するおそれがある箇所の抽出

航空写真測量による抽出
⇒傾斜度30度未満 ☞調査の対象外

航空レーザー測量による抽出
⇒傾斜度30度以上 ☞調査の対象

高精度な地形情報を
基に抽出

土砂災害防止対策基本指針の改正を踏まえた取組
• 令和２年８月に土砂災害防止対策基本指針が改正され、「高精度な地形図等を用いて土砂災害が発生するお

それがある箇所の抽出に努めるもの」とされた。令和３年度より、府においても航空レーザー測量による点
群データを活用し、新たな危険箇所の抽出を開始。

●土砂災害防止対策基本指針改正の背景
令和元年東日本台風およびその後の低気圧等
に伴う大雨に伴い発生した土砂災害では、基礎
調査時の地形図判読において「土砂災害が発生
するおそれがある箇所」として抽出されなかったこと
から、土砂災害警戒区域の指定がされていなかっ
た箇所で土砂災害が発生した。
5mメッシュDEMを用いて分析したところ、「土砂
災害が発生するおそれがある箇所」として抽出でき
た可能性があるため、今後は高精度な地形情報
を用いて基礎調査を実施に努めると土砂災害防
止対策基本指針に位置づけされた。

出典：（国土交通省）近年の土砂災害における課題等を踏まえた土砂災害対
策のあり方について（答申）」より図面を抜粋

急傾斜地の基準：がけ高さ5ｍ以上 傾斜度30度以上



（基軸）とりまとめ・課題と今後の進め方
• ２巡目基礎調査については、令和６年度中に完了予定。
• さらに、高精度な地形情報を用いた新たな土砂災害が発生するおそれがある箇所の抽出についても、令和６

年度中に完了予定。

取 組 施 策 取組状況 課題等 今後の進め方（案）

基
軸

基
礎
調
査

・２巡目基礎調査
（航空写真による地形改変
箇所調査）

・平成29年度より開始し、
令和６年度末に完了予定

・３巡目基礎調査の手法につ
いて検討する必要がある

・衛星写真やAI（人工知能）
による地形改変箇所の抽出

・高精度な地形情報を用いた
新たな土砂災害が発生する
おそれのある個所の抽出
（航空レーザー測量を用いた
抽出作業）

・令和３年度より急傾斜地
を対象とした抽出作業を開
始し、令和６年度末に抽出
作業が完了予定

・新たに基礎調査が必要となっ
た箇所の調査にかかる事業費
の確保
・新規指定箇所に対する住民
への周知

・３巡目調査と並行した効率的
な調査を実施
・調査手法や土砂災害に関する
丁寧な説明
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逃げる施策
警戒避難体制の整備
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避難行動意識向上のための取組み（ハザードマップ）

• 大阪府が指定した土砂災害警戒区域等を基に、作成対象となる府内全34市町村で土砂災害ハザードマップを
作成済み。

• ２巡目基礎調査による指定にあわせ、随時更新している。

●土砂災害ハザードマップの作成（参考例）

出典：枚方市ホームページ

指定状況に
あわせ随時更新
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避難行動意識向上のための取組み（地域版ハザードマップ）

• ワークショップなどを行い、地域版ハザードマップの作成や避難訓練を実施。
• 地域版ハザードマップの作成率は令和５年３月時点で約95％となっている。

●防災啓発、防災教育の強化

【地域版ハザードマップの作成】 【避難訓練などの実施】
地域版ハザードマップをもとに、避難訓
練などを実施

提供（気づき）・共有（深め） 行動（動く）

避難訓練の様子ワークショップによるリスクの共有①まちあるきによるリスクの確認

土砂災害のリスクや避難路、避難所を記載した地域版ハザードマップを作成を実施

動画作成による訓練サポートワークショップによるリスクの共有② 地域版ハザードマップ完成
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●避難訓練の実施率
土砂災害警戒区域ベースでの避難訓練の実施率は約41％（R4年末時点）
※H29以降１度でも避難訓練を実施したものを計上



土砂災害警戒情報の発表と避難の状況
• 平成30年２月より、新たな土砂災害発生危険基準線（ＣＬ）の運用を開始するとともに土砂災害の危険度情

報の提供方法を変更。
• また平成29年６月からは、土砂災害警戒情報を発表した際に府と市町村との間でホットラインの運用を開始。

●土砂災害警戒情報の発表状況（H30.2～）
No. 発表年月日 発表市町村数 避難指示等※2 避難者数※3 土砂災害の発生※4

1 H30.7.5～7.9（H30年7月豪雨）※1 30 28 1,548名 9件（土石流等１、がけ崩れ８）
2 H30.8.24（台風第20号）※1 6 3 566名 0件
3 H30.9.7～9.8（前線）※1 7 2 6名 0件
4 R2.7.6～7.11（R2年7月豪雨） 16 5 40名 1件（がけ崩れ）
5 R3.5.21（梅雨前線及び低気圧） 5 2 40名 0件
6 R3.8.14～8.17（前線） 13 12 39名 0件
7 R4.8.16～8.18（前線） 5 1 2名 0件
8 R4.9.2～9.3（前線） 2 2 109名 0件
9 R5.6.2～6.3（梅雨前線及び台風第２号による大雨） 24 21 460名 12件（土石流等１、がけ崩れ11）

※1：平成30年6月18日に発生した大阪府北部の地震の影響により、土砂災害警戒情報の基準引き下げを実施（H30.6.18～H31.3.12）
７割基準（震度6弱）：箕面市、高槻市、茨木市、枚方市
８割基準（震度5強）：豊中市、島本町、吹田市、交野市、寝屋川市

※2：おおさか防災ネットによる集計（避難指示または避難勧告を発令した市町村数）
※3：おおさか防災ネットによる集計（土砂災害警戒区域を有する市町村のうち避難所へ避難した最大人数）
※4：大阪府都市整備部河川室による集計

13

●土砂災害の危険度情報の提供方法の変更

土木事務所管内ごとの表示からGISベースの土砂災害の危険度メッシュ情報を提供

土砂災害警戒情報の発表回数（H19～）

AND方式 連携案方式

年平均
約2.5回 年平均

約1.5回

市町村が場所を絞った避難
情報が発令できるよう、1kmあ
たりのメッシュに危険度を色分
けして表示することや、メッシュ
ごとに危険度の予測を表示
（スネークラインの簡略表示）
できるよう変更した



避難行動意識向上のための取組み（取組事例の共有）

• 平成29年度より、各市町村の警戒避難体制の強化に関する効果的な事例をホームページに掲載し情報を共有。
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避難行動意識向上のための取組み（タイムライン防災）

• 洪水や土砂災害、高潮災害などのハザードを対象に、国や市町村と連携し、「おおさかタイムライン防災プ
ロジェクト」を平成28年度から推進。

• 「市町村」「地域」のタイムラインについては、事例の紹介や専門家による講演開催などにより策定を支援。

災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、共有した上で、
「いつ」「誰が」「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列に整理
１．タイムラインの策定過程で、お互いの顔が見える関係を築く。
２．タイムラインであらかじめ役割を決めて、動く。
３．タイムラインは、首長の意思決定を支援する。
４．タイムラインで、先を見越した早めの行動が安全・安心に。
５．タイムラインを防災チェックリストとし、防災行動の漏れ、抜け、落ちの防止に。
６．タイムラインに実災害での反省や課題をフィードバック。

広 域タイムライン 市 町村タイムライン コ ミュニティ（地域）タイムライン

比較的大きな流域（寝屋川、安威川・神崎川、
石川、大津川）を対象とし、多くの防災機関の防
災行動を記載し、主に国や大阪府が主体となり
作成。 （５/５地域 策定 R5.12末時点）

市町村の各部署の防災行動を記載し、
主に市町村が主体となり作成。
（38/43自治体 R5.12末時点）

自治会や小学校区などの区域を対象とし、
住民や自主防災組織などの防災行動を記載
し、主に市町村と地域や住民が一緒に作成。
（77地区で策定 R5.12末時点）

大規模水害タイムライン（寝屋川流域） 土砂災害タイムライン（市町村） 高潮タイムライン（貝塚市）

●タイムライン防災とは・・

事前防災行動計画
（タイムライン）
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※洪水・高潮を含む
※土砂災害警戒区域等を有しない市町を含む



避難行動意識向上のための取組み（要配慮者利用施設における避難確保計画）

• 平成29年に土砂災害防止法が改正され、土砂災害のリスクが高い区域にある要配慮者利用施設では、避難確
保計画の作成と避難訓練の実施が義務化。

• 大阪府では、庁内関係部局や市町村と連携し、講習会の開催や解説動画の作成・紹介をするなど、施設管理
者による計画作成や避難訓練の支援を実施。

モデル施設での避難訓練実施支援や訓練事例を紹介
⇒令和5年3月末時点の避難確保計画に基づく訓練の状況は、
府内全体で約37％（全国平均は約46％)

▶社会福祉施設、学校、病院など
防災上の配慮を要する者が利用
する施設

■作成義務を負うもの
• 施設管理者（公共・民間）
■対象
• 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内
にある施設のうち、市町村の地域防災計
画に位置付けられた施設

■府・市町村の役割・責任
• 府・市町村の関係部局は連携して計画
作成の助言等、積極的に支援を行う。

• 市町村は、作成していない施設管理者に
対して指示や公表ができる。

■計画作成講習会の開催 ■解説動画の作成・紹介

●計画作成促進に向けた取組

（H28.8）岩手県岩泉町

（H21.7）山口県防府市

●背景・概要
平成21年7月中国・九州北部豪雨やH28.8台風10
号等では、逃げ遅れによる多数の犠牲者

平成29年6月 土砂災害防止法の改正
要配慮者利用施設における避難確保計画の作

成・避難訓練の実施が義務付け

●避難訓練の実施促進に向けた取組

令和5年9月末時点の土砂災害防止法に基づく避難確保計画の
作成率は、府内全体で約95％（全国平均は約89％)

16

●対象となる施設数※

大阪府 警戒区域 特別警戒区域

土石流 318 8

急傾斜地の崩壊 251 89

計 569 97

※基礎調査時点、重複を含む

☞地域防災計画に記載された対象施設数：376（R5.9末時点）



避難行動意識向上のための取組み（個別避難計画）

• 令和３年５月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者に対し、避難支援等に必要な事項を個別に定
める個別避難計画の作成について、市町村へ努力義務が課された。

• 大阪府危機管理室では、個別避難計画作成支援ガイドを作成し、市町村へ支援を実施。

●市町村職員向け個別避難計画作成支援ガイド ●個別避難計画作成状況
（R5.10.1現在）

一部策定済み 35市町村
令和4年度着手 1市
令和5年度着手 7市町

●個別避難計画作成数
（R5.1.1時点）
15,880計画

●避難行動要支援者数
（R5.1.1時点）

490,092人
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●砂防部局による取組み
府内関係部局や市町村から構成さ
れる総合土砂災害対策推進連絡会
やその地域部会において、取組状況
などを情報共有

会の構成

地
域
部
会

推
進
連
絡
会



（逃げる）とりまとめ・課題と今後の進め方
• 逃げる施策として、地域版ハザードマップの作成を推進。
• 加えて、府民の適切な避難行動に繋げるため、土砂災害の危険度をわかりやすく提供。
• さらに、近年の土砂災害を踏まえ、高齢者など要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や、市町村、

地域単位でのタイムライン作成の取組などを実施。

取 組 施 策 取組状況 課題等 今後の進め方（案）

逃
げ
る

地
域
版
Ｈ
Ｍ

地域版ハザードマップの作成
促進及び避難訓練の促進

・令和4年度末で約95％を
作成

・避難の実効性の向上

・土砂災害をより身近に感じても
らうための防災学習の取組み
・土砂災害警戒情報の性質の
周知

情
報
発
信

避難行動を促す土砂災害警
戒情報の判定形式及び情報
提供

・新CLにより土砂災害警戒
情報を9回発表

・蓄積した降雨情報や災害情
報をもとにCLの見直し
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凌ぐ施策
土砂災害リスクを踏まえたまちづくりの推進

19



移転・補強補助制度の活用状況
• 平成27年度より、土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅において移転及び補強の助成を開始。
• 令和５年12月までに10件の移転補助を行った（補強補助は実績なし）。

移転・補強制度の市町村運用状況
移転 補強

能勢町 H29.4 H29.4

豊能町 H29.4 H30.３
池田市 H29.4 H29.4

箕面市 H29.6

豊中市 R1.7 R1.7

茨木市 H29.3 H29.3

高槻市 H29.4 H29.4

吹田市 R1.10 R1.10

島本町 H30.4 H30.4

枚方市 H28.12 H28.12

交野市 H31.4

寝屋川市 ○
四條畷市 H29.4

大東市 R2.1

東大阪市 H31.4

八尾市 H30.4 H30.4

柏原市 H28.4 H28.4

太子町 H31.4 H31.4

河南町 H31.4 H31.4

羽曳野市 H28.10 H31.3

大阪狭山市 R1.6 R1.6

富田林市 R1.12 R1.12

河内長野市 R2.1 R3.1

千早赤阪村 H30.4 H30.4

堺市 H29.5 H28.3

和泉市 H30.4 H30.4

岸和田市 H28.1

貝塚市 H30.4

泉佐野市 ○
熊取町 ○
泉南市 H29.4 H29.4

阪南市 ○
岬町 R1.7

計 33 21

○：申請者からの相談があり次第、運用開始可能移転・補強の実績（大阪府及び全国） 全国実績は「住宅・建築物耐震改修事業等必携2023年度
版」より大阪府が作成（土砂災害特別警戒区域以外も含む）

画像出典：国土交通省HP画像出典：国土交通省HP

※移転補助については、令和6年度より除却費用について国の要綱にあわせ変更予定
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危険住宅の除却等の補助実績H27～ 累計10件 危険住宅に代わる住宅の建設補助実績H27～ 累計3件

土砂災害特別警戒区域内の
保全人家戸数※1

9,806戸

※1：基礎調査時点、がけ崩れを対象。区域に
よる重複を含む



土砂災害リスクを考慮したまちづくり施策の取組み
• 市町村の開発部局に加え、不動産関連団体や建築士関連団体に対して、研修会への参加など土砂災害に関す

るリスク情報の周知活動を毎年実施。

対象 取組み内容

市町村農業委員会 ✓ 各地区の農業委員会職員協議会等の場で土砂災害に関するリスク情報の説明会を実
施

府・市開発担当 ✓ 開発担当者や開発事業者を対象とした宅地防災技術研修会において、土砂災害に関
するリスク情報を説明

✓ 府住宅建築局（建築指導室）のHPにて「災害リスク（土砂災害・洪水・津波）」を
掲載

不動産協会等 ✓ 不動産協会や宅地建物取引業者研修会、建築士会が主催する研修において、土砂災
害に関するリスク情報の周知を実施

宅地建物取引業者研修会での説明

府建築指導室ホームページ

～中略～
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都市計画による土地利用誘導に向けた取組み
• 市町村が策定する立地適正化計画での「居住誘導区域の設定」や「居住誘導区域内の防災指針」において、

防災・減災に留意した土地利用となるように作成を支援。

○立地適正化計画
• 都市再生特別措置法（2002年（平成14年）法律第22号）の2014
年（平成26年）改正により規定された制度

• 都市再生特別措置法に基づき市町村が作成する計画であり、都市計画に
関する基本的な方針「市町村マスタープラン」としてみなされるもの。

• 立地適正化計画は、居住誘導区域を定めること等によりコンパクト・プラス・
ネットワークの形成を推進してきたが、近年の自然災害の激甚化・頻発化を
踏まえ、改正された都市再生特別措置法（2020年（令和2年）6月）
では、立地適正化計画に居住エリアの安全性を強化する防災指針を追加
することとされた。

国土交通省「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進
のための都市再生特別措置法等の改正について

府内自治体の立地適正化計画策定状況（令和５年12月末）

22

土砂災害防止法
土砂災害警戒区域を
居住誘導区域に含むか

豊能町 未策定 － －
能勢町 未策定 － －
池田市 H31.3.22 未策定 含まない
箕面市 H28.2.15 未策定 含まない
豊中市 H31.1.1 未策定 含まない
茨木市 H31.3.31 未策定 含まない
高槻市 H29.3.31 未策定 含まない
吹田市 R.4.3.31 策定 含まない
島本町 策定中 － －
枚方市 R4.3.31 策定 含まない
交野市 未策定 － －
寝屋川市 H30.4.1 未策定 含まない
四條畷市 未策定 － －
大東市 H30.1.31 策定 含む
東大阪市 R1.12.27 策定 含まない
八尾市 R4.3.31 策定 含む
柏原市 未策定 － －
太子町 未策定 － －
河南町 未策定 － －
羽曳野市 策定中 － －
大阪狭山市 策定中 － －
富田林市 R5.3.31 策定 含まない
河内長野市 H31.3.29 未策定 含まない
千早赤阪村 未策定 － －
堺市 策定中 － －
和泉市 H31.3.31 未策定 含まない
岸和田市 策定中 － －
貝塚市 R5.3.31 策定 含まない
泉佐野市 未策定 － －
熊取町 R4.3 策定 含まない
泉南市 未策定 － －
阪南市 H30.8.31 未策定 含まない
田尻町 未策定 － －
岬町 未策定 － －

市町村 立適計画
公表日 防災指針



都市計画による土地利用誘導に向けた取組み
• 令和４年４月１日の大阪府都市計画法施行条例改正により、市街化調整区域内の災害リスクの高いエリアに

おける開発許可制度を厳格化。

大阪府内の区域区分

都市計画

区域内

市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域外

大阪府都市計画法施行条例等の改正

（現行）市街化調整区域で開発許可できない区域
「災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、
土砂災害特別警戒区域」 【法34条11号、12号、14号】

↓

（改正）開発許可できない区域に追加
「浸水被害防止区域」 及び 「浸水ハザードエリア等」

浸水ハザードエリア等における開発の許可基準の制定

土砂災害警戒区域
①②のいずれか

① 市町村地域防災計画に定められた避難場所（土砂災害防止法）への確実な避難にあたり、
避難確保計画の作成、訓練の実施、結果報告の義務化及び助言・勧告を踏まえた計画の見直しが
徹底されているもの

② 土砂災害特別警戒区域の基準を準用
（建築基準法に定める土砂災害による作用が想定される衝撃等に対する安全な構造基準）

浸水想定区域のうち、
災害時に人命に危険
を及ぼす可能性の高
いエリア

・戸建住宅、店舗、商業施設、工場など
垂直避難が可能なよう、居室の床面の高さが、
想定浸水深（３ｍ）以上

・集合住宅
すべての居住者の居室の床面の高さが、
想定浸水深（３ｍ）以上

都市計画法の改正（R2.6公布・R4.4施行）

（現行） 都市計画区域の災害レッドゾーンにおいて、
非自己用施設の開発を原則禁止

↓

（改正） 自己業務用の施設（店舗・病院・社会福祉施設・旅館・
ホテル・工場等）を開発を原則禁止する区域に追加

【法33条1項8号】

（現行） 「市街化調整区域（市街化を抑制すべき）」においても、
市街地の隣接、近接する等の区域で、地方公共団体が
条例で区域等を指定すれば、市街化区域と同様に開発が可能

↓

（改正） 開発が可能な区域から、
災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等の除外を徹底

【法34条11号、12号】

技術的助言（R3.4発出）

●開発審査会の議を経て許可する案件についても、改正の趣旨を踏まえ、
法34条11号、12 号と同様の対策の実施を求める

【法34条14号】

近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生

平成30年7月豪雨による土砂被害 令和元年東日本台風（第19号）に
よる浸水被害

大阪府の対応

背景

国の動き 今後の予定
Ｒ３.９月 改正条例・許可基準等のパブコメ実施
Ｒ４.２～３月 改正条例案の上程・議決
Ｒ４.４月 改正条例・細則及び許可基準等の施行

■災害ハザードエリア

◎災害レッドゾーン
○災害危険区域（建築基準法）

○地すべり防止区域（地すべり等防止法）

○急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地法）

○土砂災害特別警戒区域（土砂災害防止法）

●浸水被害防止区域（特定都市河川法）

◎浸水ハザードエリア等
●土砂災害警戒区域（土砂災害防止法）

●浸水想定区域（水防法）のうち、災害時に人命に危険を

及ぼす可能性の高いエリア → 浸水深３ｍ以上

・洪水浸水想定区域【大臣指定 淀川・大和川 】【知事指定】

・高潮浸水想定区域【知事指定】

浸水深

府条例で定めるもの
・５市町（交野市、松原市、河南町、高石市、
阪南市）の12区域（約41ha）を指定し、
開発が可能 【法34条11号】
・開発審査会の議を経て許可してきた定型的な
ものを規定し、開発が可能 【法34条12号】

（対策イメージ）

法改正により開発許可できない区域（●）について、府条例等の改正
及び、浸水ハザードエリア等における開発の許可基準を制定

河川堤防の整備等のハード対策に加え、「災害ハザードエリア」 における
開発の抑制が重要なため、都市計画法を改正

～開発許可できない区域の追加と許可基準の制定～

府条例において
開発許可できない区域
○ 規定済
● 追加

出典：大阪府HP（大阪府都市計画法施行条例の改正等について）○開発手続き等による土地利用誘導に向けた取組み
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（凌ぐ）とりまとめ・課題と今後の進め方
• 凌ぐ施策として、土砂災害特別警戒区域内の家屋の移転や補強に対する補助を実施。
• また、近年の土砂災害をうけ、まちづくりと連携した土地利用誘導策を実施。

取 組 施 策 取組状況 課題等 今後の進め方（案）

凌
ぐ

移
転
・
補
強

特別警戒区域内に存在する
既存住宅の移転及び補強補
助制度の構築

・移転制度の実績：10件
・補強制度の実績： 0件

・移転制度のさらなる活用促進
・補強制度の活用

・移転制度の補助限度額の見
直しや制度のさらなる周知

そ
の
他

土砂災害リスクを踏まえた土
地利用誘導

・居住誘導区域から土砂災
害警戒区域等を除外した市
町村数：15市町
・市街化調整区域の開発の
厳格化

・まちづくりとの連携
・まちづくりと連携した土砂災害
対策
（詳細については、資料３）
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防ぐ施策
砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設等の整備の推進
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土砂災害対策施設整備の考え方（重点化指標）
• 土砂災害防止法の区域指定結果より「災害発生の危険度」「災害発生時の影響」のそれぞれの評価結果をも

とに優先順位（重点化）が高い箇所から「土石流対策」「急傾斜地崩壊対策」を実施。

●土石流対策の優先順位（重点化）

26

避難が難しい要配慮者利用施
設に対し、高い配点となっている



土砂災害対策施設整備の考え方（重点化指標）
●急傾斜地崩壊対策の優先順位（重点化）

A A

4 5

A A

A

A

A

A

31 2

4 B A A

1 C B B

2 C B B

3 B B A
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避難が難しい要配慮者利用施
設に対し、高い配点となっている



土砂災害対策施設整備の考え方（急傾斜地崩壊対策事業における受益者負担金）
• 急傾斜地崩壊対策事業については受益者から負担金を徴収したうえで事業を実施。

●大阪府急傾斜地崩壊防止工事に係る負担金の徴収に関する条例（平成28年4月1日施行）
（以下、負担金条例）

○考え方
今後新たに実施する「急傾斜地崩壊防止工事」については、有識者による「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会か
らの提言も踏まえ、負担の公平性を確保する観点から、急傾斜地法に基づき、工事に要する費用の一部を受益者から徴収

○負担を求める範囲
土地所有者の保全義務及び崩壊による被害が大幅に軽減されることとなる範囲
※当該範囲に含まれる全ての土地所有者の同意（負担金支払い）が必要
・がけ地（急傾斜地）の土地所有者
・がけ地上端および下端から５ｍの範囲の土地所有者

○負担額
１．総額
負担総額＝（急傾斜地崩壊防止工事に要する費用）×（負担割合）
・「工事に要する費用」には工事費や調査設計費を含む
・負担割合は国の採択要件に準じ５％・１０％・２０％の何れか

２．各受益者の負担額
負担総額を各受益者が所有する土地の延長割合で分担
・「がけ上端」「がけ下端」はがけ地に接する土地の延長
・「がけ地」はがけの上下端の平均延長

３．徴収方法
工事の進捗にあわせて年度毎に徴収
・生活保護法による扶助を受けている場合は免除

近接して
公共施設
等あり

左記
以外

がけ高
30ｍ以上 5% 10%

災害工事
隣接斜面 5% 10%

上記以外 10% 20%

［負担割合］

負担を求める範囲

がけ下端

がけ上端

５ｍ

がけ地

５ｍ

Ｎ

がけ下

がけ上

Aさん Bさん Cさん

Dさん Eさん

がけ地
Ｆさん Ｅさん

：工事実施範囲Ｎ

：負担割合の基礎となる延長

［負担を求める範囲・土地所有者の延長割合のイメージ図］
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大阪府における流木対策の取組み
• 平成25年の伊豆大島の土砂災害等の流木被害等を踏まえ、国の指針※が改定され、大阪府においても原則、

透過構造を有する砂防堰堤の整備を開始。
• また、治山事業では、保安林事業や森林整備に加え、大阪府森林環境税を平成28年度より創設し、森林の土

石流・流木対策をさらに推進している。

●流木対策の事例

〇制度仕組み
年額300円

（個人府民税均等割額に加算）

〇使いみち
・森林の土石流・流木対策
・都市緑化を活用した猛暑対策

〇課税期間
・令和９年度まで

※「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）」および「土石流・流木対策設計技術指針」

29

不透過型堰堤＋流木捕捉工
天野川支川第四支渓（交野市）

部分透過型堰堤
鬼虎川（東大阪市）

透過型堰堤
北川（能勢町）

流木捕捉工の増設
才ヶ原川（箕面市）

●大阪府森林環境税制度

・危険渓流の流木対策事業（R2～R6）
・集水域（森林区域）における流域治水対策（R6～R10）

出典：大阪府HP



土石流対策事業（砂防堰堤の整備）
• 砂防堰堤工の整備により、土石流対策を実施。

●淀川水系 天野川支川第四支渓（交野市・令和2年度概成）

●淀川水系 川西谷（豊能町・平成30年度概成）

着手前 概成

着手前 概成
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重点化評価

重点化評価



土石流対策事業（砂防堰堤の整備）
• 砂防堰堤工の整備により、土石流対策を実施。

●大和川水系 石見川第六支渓（河内長野市・令和５年度概成）

●淀川水系 鬼虎川（東大阪市・令和３年度概成）

着手前 概成

着手前
概成

31

重点化評価

重点化評価
H24以前(H22)着手

地域の取組みによるランクアップ



土石流対策事業（砂防堰堤の整備）
• 砂防堰堤工の整備により、土石流対策を実施。

●東川水系 東川第３支渓（岬町・令和5年度概成）

●近木川水系 古淵川第二支渓（貝塚市・令和３年度概成）
着手前 概成

着手前 概成
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重点化評価

重点化評価
H24以前(H20)着手



急傾斜地崩壊対策事業（負担金条例適用）
• 受益者負担金を徴収し、擁壁工や法面工の整備により、急傾斜地崩壊対策を実施。

●箕面（２）地区（箕面市・令和4年度概成）

●奈佐原地区（高槻市・令和元年度概成）
着手前 概成

着手前
概成
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重点化評価

重点化評価

地域の取組みによるランクアップ



急傾斜地崩壊対策事業（負担金条例適用）
• 受益者負担金を徴収し、擁壁工や法面工の整備により、急傾斜地崩壊対策を実施。

●神ガ丘地区（富田林市・令和4年度概成）

●下河内（４）地区（河南町・事業中）

着手前 概成

着手前
事業中
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重点化評価

重点化評価



地すべり対策事業
• 地すべり対策については挙動が確認された場合に実施。

●野間西山地区（能勢町・平成27年度発災 令和3年度概成）

●国分地区（和泉市・平成29年度発災 平成30年度概成）

発災直後

概成

概成

抑止杭工

地下水排除工

発災直後

抑止杭工

地下水排除工

地山補強工

地下水排除工

抑止杭工
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砂防関係施設の維持管理
• 除草・点検といった日常的な維持管理に加え、渓流保全工や砂溜工の除石を計画的に行い、防ぐ施策として

保全対策を実施。
• また、施設の老朽化対策として、施設点検による健全度評価を行い、計画的に予防保全対策を実施。

砂溜工の除石
（鳴川・東大阪市）

砂防堰堤の補修
（水越川下時谷・千早赤坂村）

急傾斜地崩壊防止施設の補修
（御殿山地区・枚方市）

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

36

老朽化した法枠工に追加対策を実施
損傷した堰堤に対し、前面にコンクリート
による補強を行い、前庭保護工を設置



○公表制度の創設
・違法行為の拡大・助長を阻止するため、監督処分を行うときに処分を受けた者の氏名等を公表
○罰則規定の強化
・地方自治法の範囲内で上限を引き上げ
（改正前）一年以下の懲役若しくは禁錮又は二万円以下の罰金
（改正後）二年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金
○規制の強化
・行為に係る資力審査の導入
○土地所有者の義務
・所有地を適正に管理する義務を規定

砂防指定地等の管理
• 平成26年２月に豊能町木代で発生した砂防指定地内に不法に積み上げられた土砂が崩壊したことを契機に大

阪府砂防指定地管理条例を平成27年7月に改正し、砂防指定地の管理を強化。
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●条例改正の背景
○発生日時：平成26年2月25日（火）
○発生場所：豊能郡豊能町木代（府道余野茨木線沿いの砂防指定地にしていされた民有地）
○内 容：
・民有地内で不法（砂防法違反）に投棄された土砂が崩落。
・隣接する府道余野茨木線の約１００ｍが土砂に覆われ、約5か月間通行止めとなった。
・人的被害はなかったが、近隣の約1,200世帯で停電が発生した。
・許可内容と逸脱した行為を行っていたため、是正指導を繰り返すもこれに従わず、
度重なる小規模崩落を引き起こしていたことから、許可の取り消し手続き中であった

●条例改正の概要

土砂崩落直後

●現在の取組み状況
・「大阪府砂防指定地内監督処分要綱」を改定し、違法行為に対しての対応方法・順序を
明確化し、また違法行為箇所に関しては、毎月の現場確認と行為者への是正指導を実施
・「大阪府砂防指定地巡視要領」を改定し、年度当初に巡視計画を作成し、計画に基づき、
巡視を実施

巡視状況



（防ぐ）土砂災害対策の整備効果
• 優先順位の高い箇所から整備を行い、土砂災害特別警戒区域を解消。

■淀川水系 天野川支川第四支渓（交野市）

591
592

告示年月日

D23010160

天野川右一（天野川支川第四支渓）号

平成24年3月30日

大阪府告示第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書

区域指定位置図(1/2,500)

自然現象の種類

告 示 番 号②土石流の(移動)高さが1m以上の場合、土石等

の移動による力が50kN/m2を超えない区域

大阪府交野市大字森

渓 流 番 号

渓流の名称

所　在　地

土　石　流様式－３（土）

土砂災害警戒区域等
　 区　　　域　　　図

土砂災害防止法第６条第１項に該当する区域

土砂災害防

止法第８条第

１項に該当す

る区域

①土石流の(移動)高さが1m以上の場合、土石等

の移動による力が50kN/m2を超える区域

③土石流の高さが1m以下の区域

①移動の高さ1m以上で、土石流による力が

50kN/m2を超える区域
想定される力の最大 ： - kN/m2

上記の場合の土石流の高さ： - m

②移動の高さ1m以上で、土石流による力が
50kN/m2を超えない区域

想定される力の最大 ： 33.2 kN/m2

上記の場合の土石等の高さ： 1.3 m

③土石流の高さ1m以下の区域

想定される力の最大 ： 14.8 kN/m2

7
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0

16

202122232425

砂防堰堤の整備により土砂
災害特別警戒区域が解消

着手前 概成

土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域
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（防ぐ）土砂災害対策の整備効果
• 優先順位の高い箇所から整備を行い、土砂災害特別警戒区域を解消。

■奈佐原地区（高槻市）

高槻市奈佐原四丁目

土砂災害防止法第7条第１項
に該当する区域

区域の名称
縮尺
1:2,500

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自然現象の種類

告 示 番 号

告示年月日

K20703170急傾斜地の崩壊

所　在　地

奈佐原

様式－２（急）－（イ）
　   土砂災害警戒区域
　   区　 　域　 　図

令和2年2月25日

大阪府告示第 号283

区 域 番 号

区域指定位置図(1/2,500)

 

575
577

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その２）

様式－２（急）－（ウ）
　 土砂災害警戒区域等
　 区　　　域　　　図

土砂災害防止法第６条第１項に該当する区域

区域指定位置図(1/2,500)

自然現象の種類

告 示 番 号

告示年月日

K20703170

奈佐原

区 域 番 号

区域の名称
縮尺
1:2,500 所　在　地

急傾斜地の崩壊

平成26年4月11日

大阪府告示第 号
土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等

の移動による力が100kN/m2を超える区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域

土砂災害防止法第８条第１項に該当する区域

大阪府高槻市奈佐原四丁目

④堆積高さが3mを超える区域
想定される力の最大 ： - kN/m2

上記の場合の土石等の高さ ： - m

①移動の高さ1m以下で、土石等による力が
100kN/m2を超えない区域
想定される力の最大 ：100.0kN/m2

上記の場合の土石等の高さ ：1.0m

②移動の高さ1m以下で、土石等による力が
100kN/m2を超える区域
想定される力の最大 ：119.0kN/m2

上記の場合の土石等の高さ ：1.0m

③堆積高さが3mを超えない区域
想定される力の最大 ：10.8kN/m2

上記の場合の土石等の高さ ：2.0m

法面工の整備により土砂災
害特別警戒区域が解消

着手前 概成
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
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（防ぐ）土砂災害対策の整備効果
• 対策施設の整備により、崩壊した土砂等を捕捉し効果を発揮。

■寺池地区急傾斜地崩壊防止施設（池田市）発災：平成26年8月24日

■神ガ丘地区急傾斜地崩壊防止施設（河内長野市）発災：令和5年6月2日

降雨前

５ｍ 約20ｍ3の土砂を捕捉

降雨後
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５ｍ 約10ｍ3の土砂を捕捉

降雨前 降雨後



（防ぐ）砂防関係予算の推移
• 砂防関係予算は平成10年度以降、年々減少し、平成20年度以降は約20億円/年程度で横ばい。
• 平成26年度や令和２年度には、国の補正予算により一時的に増加している。
• 近年は人件費や資材価格の高騰により事業費が増大傾向であるとともに、今後は高精度な地形情報を活用し

た基礎調査にかかる費用の増大が見込まれる。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（年度）

（百万円）

砂防関係事業予算の推移（各年度の最終予算）

基礎調査の前倒し 防災・減災、国土強靱化のための
５か年加速化対策 初年度
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（防ぐ）とりまとめ・課題と今後の進め方
• 「災害発生の危険度」「災害発生時の影響」のそれぞれの評価結果をもとに優先順位（重点化）が高い箇所

から「土石流対策」「急傾斜地崩壊対策」を実施。
• さらに、急傾斜地崩壊対策事業については、土地所有者より受益者負担金を徴収して事業を実施。

取 組 施 策 取組状況 課題等 今後の進め方（案）

防
ぐ

土石流対策
急傾斜地
崩壊対策

「災害発生の危険度」
「災害発生時の影響」
の評価をもとに施設整
備を実施

・土石流対策にAランク
72/96に着手※
（※整備済を含む）

・事業予定地内に存在する所
有者不明地等に起因する事
業の長期化
・社会情勢に即した優先順位
の考え方

・近年の災害事例等を踏まえた
重点化指標の見直し

急傾斜地
崩壊対策

土地所有者より受益
者負担金を徴収し、
事業を実施

・受益者負担金の合意が
図れた10箇所で着手 ・負担金徴収に係る合意形成 ・徴収スキームの再精査

地すべり
対策

地すべりの挙動が確
認された際に対応

・平成24年以降、２箇所
の地すべり対策を実施 － －
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（全体）とりまとめ・課題と今後の進め方
• 府内での土砂災害による犠牲者ゼロを理念に土砂災害防止法に基づく区域指定を基軸とした「逃げる」「凌

ぐ」「防ぐ」施策を合わせた総合的・効果的な施策の着実な推進。
• 各施策を取組んできた中で生じた新たな課題に対する今後の進め方について検討していく。

取 組 施 策 取組状況 課題等 今後の進め方（案）

基
軸

基
礎
調
査

・２巡目基礎調査
（航空写真による地形改変箇
所調査）

・平成29年度より開始し、令和６年
度末に完了予定

・３巡目基礎調査の手法につい
て検討する必要がある

・衛星写真やAI（人工知能）によ
る地形改変箇所の抽出

・高精度な地形情報を用いた
新たな土砂災害が発生するお
それのある個所の抽出
（航空レーザー測量を用いた
抽出作業）

・令和３年度より抽出作業を開始し、
令和６年度末に抽出作業が完了予
定

・新たに基礎調査が必要となっ
た箇所の調査にかかる事業費の
確保
・新規指定箇所に対する住民へ
の周知

・３巡目調査と並行した効率的な調
査を実施
・調査手法や土砂災害に関する丁
寧な説明

逃
げ
る

地域版ＨＭ ・地域版ハザードマップの作成
促進及び避難訓練の促進 ・令和4年度末で約95％を作成

・避難の実効性の向上

・災害をより身近に感じてもらうための
防災学習の取組み
・土砂災害警戒情報の性質の周知

情報発信
・避難行動を促す土砂災害警
戒情報の判定形式及び情報
提供

・新CLにより土砂災害警戒情報を9
回発表

・蓄積した降雨情報や災害情報をも
とにCLの見直し

凌
ぐ

移転・補強
・特別警戒区域内に存在する
既存住宅の移転及び補強補
助制度の構築

・移転制度の実績：10件
・補強制度の実績： 0件

・移転制度のさらなる活用促進
・補強制度の活用

・移転制度の補助限度額の見直し
や制度のさらなる周知

その他 土砂災害リスクを踏まえた土地
利用誘導

・居住誘導区域から土砂災害警戒区
域等を除外した市町村数：15市町
・市街化調整区域の開発の厳格化

・まちづくりとの連携 ・まちづくりと連携した土砂災害対策
（詳細については、資料３）

防
ぐ

土石流対策
急傾斜地崩
壊対策

・「災害発生の危険度」「災害
発生時の影響」の評価をもとに
施設整備を実施

・土石流対策にAランク
72/96に着手※

（※整備済を含む）

・事業予定地内に存在する所
有者不明地等に起因する事業
の長期化
・社会情勢に即した優先順位の
考え方

・近年の災害事例等を踏まえた重
点化指標の見直し

急傾斜地崩
壊対策

・土地所有者より受益者負担
金を徴収し、事業を実施

・受益者負担金の合意が図れた10箇
所で着手 ・負担金徴収に係る合意形成 ・徴収スキームの再精査

地すべり対策 ・地すべりの挙動が確認された
際に対応

・平成24年以降、２箇所の地すべり
対策を実施 － －
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